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選出区分 機関・団体名 役職名 氏　名

1 那須塩原市スポーツ協会 事務局長 沢　登　　　進

2 那須塩原市スポーツ推進委員協議会 副会長 菊　池　　　宏

3 （公社）栃木県サッカー協会 常務理事 福　田　　　治

4 栃木県ソフトテニス連盟 顧問 長　井　周　彦

5 栃木県馬術連盟 理事長 増　山　賢　一

6 栃木県ゴルフ連盟 常務理事 緑　川　文　雄

7 栃木県トライアスロン協会 理事長 櫻　井　潤一郎

8 那須塩原市サッカー協会 理事長 増　子　健　吾

9 那須塩原ソフトテニス連盟 理事長 石　川　敦　史

10 那須塩原市ゴルフ連盟 副会長 関　口　健　一

11 那須野ヶ原土地改良区連合 専務理事 星　野　恵美子

12 地方競馬教養センター 庶務課長 小　林　達　也

13 ホウライ（株）ゴルフ事業本部 部長 早　川　牧　人

14 （株）塩原カントリークラブ キャディマスター 深　田　　　睦

15 那須地区学校体育連盟 事務局長 山　口　剛　史

16 栃木県高等学校体育連盟北部支部 事務局 笹　川　久　代

17 建設部都市整備課 課長 増　子　芳　典

18 教育部学校教育課 参事兼課長 田　崎　建　文

19 教育部スポーツ振興課 課長 小　高　裕　一

スポーツ

産業・経済

学校

那須塩原市

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会

競技式典専門委員会委員

【委員19人】 （順不同・敬称略）



いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 

競技式典専門委員会委員の一部変更について 

 

令和４(2022)年３月１日現在 

 

 令和３(2021)年１月２５日以降における総務企画専門委員の変更について、次のと

おり報告する。 

 

【委員】 

選出区分 機関・団体名 役職名 新任者 前任者 

産業・経済 地方競馬教養センター 庶務課長 小林 達也 岸本 隆之 
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三重とこわか国体・とこわか大会の中止について 

 

 

 今年開催予定であった三重県の国体につきまして、報道等でもありましたとおり、

８月２６日に中止が決定しました。なお、延期を希望する場合は中止決定から一か月

以内に申請をする必要がありますが、９月２４日に開催された三重県実行委員会にお

いて延期申請は見送ることが決定されました。 

 

 

令和２年当初予定               鹿児島国体延期後 

令和２(2020)年 鹿児島県  令和２(2020)年 延期 

令和３(2021)年 三重県  令和３(2021)年 三重県 

令和４(2022)年 栃木県  令和４(2022)年 栃木県 

令和５(2023)年 佐賀県（内定）  令和５(2023)年 鹿児島県 

令和６(2024)年 滋賀県（内定）  令和６(2024)年 佐賀県（内定） 

令和７(2025)年 青森県（内定）  令和７(2025)年 滋賀県（内定） 

   令和８(2026)年 青森県（内定） 

 

※三重県が延期を希望する場合は、規定により一度延期した都道府県は再延期できな

いので、令和８年開催予定の青森県の翌年となり、令和９（2027）年以降にしか開催

できない状況でした。 
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  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会開催準備経過概要について 

 

※   は市関係分 

年  度 内   容 

平成 24(2012) 

年度 

○（公財）栃木県体育協会が平成 34(2022)年第７７回国民体育大会の招

致に関する要望書を栃木県、栃木県議会及び栃木県教育委員会に提出 

○栃木県議会が国民体育大会招致を決議 

 

平成 25(2013)

年度 

○栃木県・栃木県教育委員会・栃木県体育協会の連名により国民体育大

会開催要望書を（公財）日本体育協会及び文部科学省に提出 

○（公財）日本体育協会理事会において平成 34(2022)年第７７回国民体

育大会の栃木県開催を了解（内々定） 

○市町競技会開催意向調査書を栃木県に提出 

 

平成 26(2014)

年度 

○第７７回国民体育大会栃木県準備委員会の設立 

○第７７回国民体育大会栃木県準備委員会において開催基本方針の決定 

○第７７回国民体育大会栃木県準備委員会において会場地市町村選定基

本方針の決定 

○会場地市町村第１次選定 

【トライアスロン（全種別）】 

 

平成 27(2015)

年度 

○会場地市町村第２次選定 

【サッカー（女子） ゴルフ（全種別）】 

○会場地市町村第３次選定 

【ソフトテニス（全種別）】 

 

平成 28(2016)

年度 

○会場地市町村第５次選定 

【馬術（全種別）】 

○中央競技団体正規視察 

【サッカー ソフトテニス 馬術 ゴルフ トライアスロン】 

 

平成 29(2017)

年度 

○栃木県、栃木県教育委員会、栃木県体育協会の連名により国民体育大

会開催申請書を（公財）日本体育協会及び文部科学省に提出 

○（公財）日本体育協会第３回理事会において平成 34(2022)年第７７回

国民体育大会（本大会）の開催地に栃木県が内定 

 

平成 30(2018)

年度 

 

 

○那須塩原市教育委員会教育部スポーツ振興課内に国体準備室を設置 

○第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会の設立（設立総会・ 

第１回総会を開催） 
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平成 30(2018)

年度 

○「みるひい」を那須塩原競技会のＰＲ隊長に任命 

〇（公財）日本スポーツ協会国体委員会において平成 34(2022)年からサ

ッカー女子を成年と少年の２種別にすることを決定 

※平成 34(2022)年の本市開催種別は少年女子 

○デモンストレーションスポーツ実施競技選択及び会場地第４次選定

【さいかつぼーる キッズトライアスロン】 

○第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会第１回常任委員会を開催 

○全国障害者スポーツ大会会場地選定 

【ボッチャ】 

 

令和元(2019) 

年度 

○那須塩原市教育委員会教育部に国体推進課を設置 

○（公財）日本スポーツ協会第３回理事会において令和 4(2022)年   

第７７回国民体育大会（本大会）の開催地を栃木県とすること、その会

期を令和 4(2022)年 10月 1日（土）から 11日（火）とすることを決定 

○第２２回全国障害者スポーツ大会の会期を令和 4(2022)年 10 月 29 日

（土）から 31日（月）とすることを決定 

○第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会第２回総会を開催（準備

委員会から実行委員会へ組織改正）、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会

那須塩原市実行委員会第１回総会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第１回  

総務企画専門委員会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第１回  

競技式典専門委員会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第１回  

宿泊衛生専門委員会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第１回  

輸送交通専門委員会を開催 

○（公財）日本スポーツ協会第３回国体委員会において第７７回国民体

育大会の競技会会期が決定 

 

令和２(2020) 

年度 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第１回  

常任委員会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第２回  

総会を開催 

○（公財）日本スポーツ協会臨時理事会において延期となった燃ゆる感

動かごしま国体・かごしま大会を令和 5(2023)に開催することを決定（こ

れにより、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会は予定どおり令和 4(2022)

年の開催となる。） 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第２回  

総務企画専門委員会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第２回  

競技式典専門委員会を開催 
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○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第２回  

宿泊衛生専門委員会を開催 

 

令和３(2021) 

年度 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第２回  

常任委員会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第３回  

総会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第２回  

輸送交通専門委員会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会第３回  

宿泊衛生専門委員会を開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会開催５００日前イベントを開催 

○いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会開催１年前イベントを開催 

○いちご一会とちぎ国体競技別リハーサル大会（ゴルフ・ソフトテニス）

を開催 

○いちご一会とちぎ国体競技別リハーサル大会（トライアスロン・サッ

カー）の中止を決定。トライアスロン競技については競技団体との協議

の結果、令和４年度に開催することを決定 

○（公財）日本スポーツ協会令和３年度第２回国体委員会において三重

とこわか国体（第７６回国民体育大会）及び三重とこわか大会（第２１

回全国障害者スポーツ大会）の中止が決定 

〇いちご一会とちぎ国体冬季大会を無観客で開催 
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  いちご一会とちぎ国体競技別リハーサル大会の結果について 

 

１ いちご一会とちぎ国体競技別リハーサル大会開催状況 

開催競技 

※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、無観客による開催。 

・ゴルフ競技 

大会名：第１７回 栃木県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会 

会 期：令和３年７月８日（木） 

会 場：塩原カントリークラブ 

 

・ソフトテニス競技 

大会名：令和３年度 男子第６６回女子第６５回 

    全日本実業団ソフトテニス選手権大会 

会 期：令和３年７月２３日（金）～２５日（日） 

会 場：石川スポーツグラウンドくろいそテニスコート 

 

中止及び延期となった競技 

・トライアスロン競技…令和３年９月１２日（日）開催予定 

⇒令和４年７月２４日（日）へ延期 

 

・サッカー競技…令和３年１０月９日（土）～１０日（日）開催予定 

⇒中止 

 

※馬術競技リハーサル大会は令和４年６月４日（土）～５日（日）開催予定。 

 

２ 開催大会参加者人数（単位：人） 

競
技 

選
手
・
監
督 

大会従事者人数 

大
会
役
員 

競
技
役
員 

競
技
補
助
員 

事
務
局 

競
技
会
係
員 

競
技
会
補
助
員 

視
察
員 

報
道
員 

設
営
委
託
業
者 

交
通
誘
導
員 

売
店
業
者 

斡
旋
弁
当
業
者 

そ
の
他
関
係
者 

計 

ゴルフ 171 7 15 19 21 21 0 6 1 2 0 0 0 0 79 

ソフト

テニス 
2,107 23 265 141 43 119 95 47 7 24 15 77 7 120 983 
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３ 開催競技実施内容 

◆競技会運営 

ゴルフ 

スタート前の打撃練習の様子 

 

スタートテントでの選手点呼 

 

ティーショット時の選手 

 

スタートテント撤去の様子 

 

ホール間の移動はカートを利用 

 

クラブ会員によるフォアキャディ従事 

 

パッティング中の選手 

 

アテスト（スコア提出）会場 
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ソフトテニス 

大会前日の練習の様子 

 

選手控えテントの設置 

 

競技役員による大会進行状況の放送 

 

競技役員によるチーム到着受付 

 

競技役員による審判 

 

競技補助員によるコート整備 

 

試合中の選手 

 

コメンテーターによる実況中継 
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◆監督会議・開会式（ソフトテニス） 

受付場所を地方ごとに分割 

 

監督会議の様子 

 

優勝杯返還 

 

選手宣誓 

 

 

◆表彰式（ゴルフ） 

屋内で実施 

 

大会運営関係者と表彰者のみで実施 

 

副賞贈呈 

 

成績上位者スピーチ 
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◆表彰式（ソフトテニス） 

屋外での実施 

 

大会役員と表彰チーム単位で実施 

 

トロフィー贈呈 

 

諸旗降納 

 

 

◆コロナ対策 

係員による検温実施 

 

体調チェックシート記入の様子 

 

 

◆競技会補助員の競技会運営への参加 

作業内容の説明の様子 

 

作業従事の様子（会場内のごみ収集） 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市炬火イベント実施要項（案） 

 

１ 趣旨 

  この要項は「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市式典基本計画」及び「い

ちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市炬火イベント実施計画」に基づき、いち

ご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）

が実施する炬火イベントについて必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 実施内容・方法等 

（１）炬火イベント 

 ア 採火方法 

   マイギリ等を利用した摩擦熱により採火を行う。 

 イ 実施方法 

   大会の開催機運を高めるとともに、市民の参加意欲を醸成するため、市内で開催

される多くの市民が集まる既存イベント等と連携し実施する。 

 ウ その他 

   炬火イベントの実施にあたっては、安全確保に十分注意する。 

（２）炬火集火式 

 ア 式典内容 

   炬火イベントで誕生した火を一つにまとめるための炬火集火式を行う。 

 イ 実施方法 

   大会の開催機運を高めるとともに、市民の参加意欲を醸成するため、市内で開催

される多くの市民が集まる既存イベント等と連携し実施する。 

 ウ その他 

   炬火集火式の実施にあたっては、安全確保に十分注意する。 

 

３ 実施時期 

（１）採火イベント・炬火集火式 

   「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）

が市町の炬火を集める集火式までに行う。 

 

４ 炬火の保管 

（１）採火又は集火した炬火は、ハクキンカイロに移し、市実行委員会が保管する。 

（２）市実行委員会が保管する炬火は、県実行委員会が実施する炬火集火式で使用し、

第１号議案 
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県実行委員会が指定する期日までに集火場所まで搬送する。 

 

５ 広報 

  炬火イベント・炬火集火式の実施にあたっては、ホームページや広報誌等に掲載す

るとともに、関係機関等の協力を得て周知を図るものとする。 

 

６ その他 

  この要項に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

 

 

-13-



いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 

旅費等支給規程（案） 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、那須塩原市で開催するいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会競技会（以

下「大会」という。）の運営に従事する者（以下「従事者」という。）に対して、いちご一

会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「実行委員会」という）が支給す

る旅費等について、その支給に関する基本的事項を定め、支給事務の適正化を図ることを

目的とする。ただし、他の市と大会を共催し、別に当該旅費等の支給に関する規程等を設

ける場合については、この限りではない。 

 

 （支給対象者） 

第２条 従事者のうち、この規程で定める旅費等の支給対象者は次のとおりとする。ただし、

支給対象者であっても別に旅費等の支給を受ける場合等については、この限りではない。 

（1）競技役員 

（2）競技補助員及び引率者 

（3）その他、実行委員会会長が認める者 

 

 （支給対象期間） 

第３条 旅費等の支給対象期間は次のとおりとする。 

（1）競技及び公式練習を実施する期間 

（2）競技運営上、実行委員会が必要と認めた期間 

 

 （旅費等の種類及び支給基準） 

第４条 旅費等の種類及びその支給基準は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で支給

する。ただし、実行委員会が計画輸送を行う場合、計画輸送を行う区間については支給し

ない。 

 

 （支給事務） 

第５条 旅費等の支給事務は、競技団体へ委託することができることとする。 

 

 （その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規定は、令和４年 月 日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

競技役員 

種類 支給額 支給額の説明 

交
通
費 

市内 － ・支給しない。 

市外 

 

県外 

実費相当額 

・「那須塩原市職員等の旅費に関する条例」（以下「条例」

という。）で算定した額の範囲内で、居住地市町村役場（本

庁）最寄駅から那須塩原駅までの往復運賃を支給する。

ただし、実行委員会が効率的であると認める場合には、

車賃等その他の方法により算定した金額を支給すること

ができる。 

・競技運営上、実行委員会が必要と認める場合、車賃を算

定する際の路程に高速道路等の有料道路を含めることが

できる。 

諸費 定額 ・１人１日当たり 2,200円を支給する。 

宿泊費 実費相当額 

・県外役員を対象として支給する。 

・１人１泊当たり 16,500 円を上限とし、配宿センターを

通じて指定配宿施設に宿泊した者に支給する。 

・上記２事項を原則とするが、競技運営上、実行委員会が

必要と認める場合、この限りではない。 

競技補助員 

種類 支給額 支給額の説明 

交
通
費 

市内 － ・支給しない。 

市外在学者 

・ 

引率者 

実費相当額 

・条例で算定した額の範囲内で、在学する学校の最寄駅か

ら那須塩原駅までの往復運賃を支給する。 

市外居住者 実費相当額 

・条例で算定した額の範囲内で、居住地市町村役場（本庁）

最寄駅から那須塩原駅までの往復運賃を支給する。ただ

し、実行委員会が効率的であると認める場合には、車賃

等その他の方法により算定した金額を支給することがで

きる。 

・競技運営上、実行委員会が必要と認める場合、車賃を算

定する際の路程に高速道路等の有料道路を含めることが

できる。 

諸費 定額 
・１人１日当たり 1,100円を支給する。 

・ただし、中学生・高校生には支給しない。 

宿泊費 － ・支給しない。 
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